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現
況
届
は
、
毎
年
８
月
１
日
の

状
況
に
よ
り
、
児
童
扶
養
手
当
を

引
き
続
き
受
け
ら
れ
る
か
ど
う
か

を
確
認
す
る
た
め
の
も
の
で
す
。

提
出
さ
れ
な
い
と
、
８
月
分
以
降

の
手
当
が
支
給
で
き
な
く
な
り
ま

す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
前
年
の
所
得
等
に
よ
り

支
給
が
停
止
さ
れ
て
い
る
方
も
現

況
届
の
提
出
が
必
要
で
す
。

◆
提
出
書
類

①
現
況
届
（
住
所
、
氏
名
、
振
込

先
の
口
座
、
連
絡
先
を
確
認
し

て
く
だ
さ
い
）

②
印
鑑
（
認
印
可
）

※
該
当
さ
れ
る
方
の
み
次
の
書
類

も
提
出
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

・
児
童
扶
養
手
当
証
書
（
全
部
停

止
の
方
は
除
く
）

・
平
成
27
年
度
児
童
扶
養
手
当
用

所
得
証
明
書
（
平
成
27
年
１
月

２
日
以
降
に
転
入
さ
れ
た
方
）

・
養
育
費
等
に
関
す
る
申
告
書

（
配
偶
者
が
死
亡
さ
れ
た
方
等

は
除
く
）

・
一
部
支
給
停
止
適
用
除
外
事
由

届
出
書
お
よ
び
関
係
書
類
（
支

給
開
始
か
ら
５
年
を
経
過
し
た

方
等
）

・
そ
の
他
申
立
書
（
児
童
と
別
居

し
て
い
る
方
等
）

◆
手
当
額

　

手
当
額
は
、
受
給
者
本
人
お
よ

び
扶
養
義
務
者
の
前
年
の
所
得
額

（
養
育
費
を
含
む
）
に
よ
り
決
定

し
ま
す
。

①
全
部
支
給
の
場
合
＝
４
万
２
０

０
０
円

②
一
部
支
給
の
場
合
＝
９
９
１
０

円
～
４
万
１
９
９
０
円

　

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
は
、
先

発
医
薬
品
（
新
薬
）
の
特
許
が
切

れ
た
後
に
販
売
さ
れ
、
新
薬
と
ほ

ぼ
同
等
の
効
き
目
を
も
つ
、
厚
生

労
働
省
に
認
め
ら
れ
た
低
価
格
な

薬
で
す
。
薬
の
種
類
に
よ
っ
て
は
、

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
が
な
い
場

合
も
あ
り
ま
す
の
で
、
希
望
さ
れ

る
方
は
、
か
か
り
つ
け
の
医
師
や

薬
剤
師
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

市
で
は
、
国
民
健
康
保
険
に
加

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
被
保

険
者
の
方
へ
、
保
険
料
額
の
決
定
通

知
書
を
７
月
中
旬
に
送
付
し
ま
す
。

◆
す
で
に
年
金
天
引
き
さ
れ
て
い

る
方
（
特
別
徴
収
）

　

送
付
し
た
保
険
料
額
の
決
定
通

知
書
に
よ
り
確
定
し
た
保
険
料
額

か
ら
、
仮
徴
収
額
と
し
て
納
付
し

た
額
を
差
し
引
い
た
残
り
の
保
険

料
額
を
３
回
に
分
け
て
、
10
月
、

12
月
、
翌
年
２
月
の
年
金
か
ら
天

引
き
し
ま
す
。

　

な
お
、
す
で
に
納
付
し
た
額
が

確
定
し
た
保
険
料
額
を
超
過
し
て

い
る
場
合
、
超
過
分
は
別
途
通
知

の
う
え
還
付
し
ま
す
。

◆
そ
れ
以
外
の
方

　

保
険
料
額
の
決
定
通
知
書
と
納

入
通
知
書
（
納
付
書
）
を
送
付
し

ま
す
。
金
融
機
関
な
ど
で
各
納
期

限
ま
で
に
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
す
で
に
口
座
振
替
を
お

申
し
込
み
の
方
は
、
ご
指
定
の
口

座
、
納
付
方
法
に
よ
り
納
期
限
に

振
替
と
な
り
ま
す
。

お
問
い
合
わ
せ
は
、

国
保
年
金
課
（
２
階
）

☎
⒇
１
５
０
３
、5
⒇
１
６
０
０
へ
。

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

平
成
27
年
度

保
険
料
額
を
通
知
し
ま
す

平成27年度　6月補正予算� ※1万円単位で端数処理しています。
一般会計補正予算額　3,334万円（補正後予算額281億2,134万円）

（歳　入） （歳　出）
○国庫支出金 16万円 ○民生費 2,048万円
○県支出金 1,093万円 ○農林水産業費 1,128万円
○寄附金 1,000万円 ○土木費 40万円
○繰越金 1,225万円 ○教育費 118万円

主な内容
・歳入

【国 庫 支 出 金】セーフティネット支援対策等事業費補助金 16万円
【県 支 出 金】重度心身障害者（児）医療給付改善事業費補助金 1,008万円

農業経営多角化支援事業補助金 85万円
【寄　 附 　金】農業振興事業寄附金 1,000万円
【繰　 越 　金】前年度繰越金 1,225万円

・歳出
【民　 生 　費】重度心身障害者（児）医療費助成事業

（手数料、重度心身障害者（児）医療費助成） 2,016万円
生活保護運営費（電算委託料） 32万円

【農林水産業費】需給調整推進事業
（地域活性化を目指した転作作物推進事業補助金） 100万円

農業経営基盤強化促進事業
（農業経営多角化支援事業補助金） 128万円

用排水施設整備事業（調査設計業務委託料） 900万円
【土　 木 　費】（仮称）茂原長柄スマートIC設置事業

（燃料費、修繕料、保険料、自動車重量税） 40万円
【教　 育 　費】教材備品整備事業（教材備品購入費） 7万円

備品整備事業（自動車借上料、共同調理場備品購入費） 111万円

児
童
扶
養
手
当

現
況
届
を

忘
れ
ず
に
！

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク（
後
発
）

医
薬
品
の
利
用
を

検
討
し
て
み
ま
し
ょ
う

お問い合わせは、財政課（４階）�☎（20）1517、5（20）1603 へ。

※
第
２
子
は
月
額
５
０
０
０
円
、

第
３
子
以
降
は
１
人
に
つ
き
月

額
３
０
０
０
円
を
加
算
。

※
４
月
・
８
月
・
12
月
の
年
３
回

に
、
支
払
い
月
の
前
月
分
ま
で

が
支
給
さ
れ
ま
す
。

③
全
部
支
給
停
止
の
場
合
＝
０
円

◆
提
出
期
間

　

８
月
３
日
㊊
～
31
日
㊊

◆
休
日
受
付

　

８
月
23
日
㊐

　

８
時
30
分
～
17
時
15
分

※
本
納
支
所
で
は
行
い
ま
せ
ん
。

お
問
い
合
わ
せ
は
、

子
育
て
支
援
課
（
２
階
）

☎
⒇
１
５
７
３
、5
⒇
１
６
１
０
へ
。

入
し
て
い
る
方
の
負
担
軽
減
と
医

療
費
削
減
の
た
め
、『
ジ
ェ
ネ
リ
ッ

ク
医
薬
品
に
関
す
る
お
知
ら
せ
』

を
一
部
の
方
に
送
付
し
ま
す
（
７

月
、
９
月
、
11
月
の
３
回
予
定
）。

こ
れ
は
、
現
在
処
方
さ
れ
て
い
る

先
発
医
薬
品
を
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医

薬
品
に
切
り
替
え
た
場
合
、
自
己

負
担
額
が
一
定
額
以
上
軽
減
さ
れ

る
と
見
込
ま
れ
る
方
に
、
切
り
替

え
を
検
討
し
て
い
た
だ
く
た
め
の

通
知
で
す
。

お
問
い
合
わ
せ
は
、

国
保
年
金
課
（
２
階
）

☎
⒇
１
５
０
３
、5
⒇
１
６
０
０
へ
。


